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○鎌倉市都市景観条例抜粋 

平成18年９月29日条例第16号 

（景観重要建築物等に係る行為の届出等） 

第31条 景観重要建築物等の所有者等は、規則で定める行為をしようとするときは、あらかじめそ

の内容を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る行為について助言すること

ができる。 


